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包括外部監査の結果に係る措置結果について 

令和７年３月31日付けで公表した包括外部監査の結果に対し、知事から監査の結果に基づき措置を講じた旨

の通知が令和８年３月６日にあったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により

当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

令和８年３月31日 

兵庫県監査委員 

    前 田 ともき  

花 岡 正 浩  

髙 永   徹  

岡   つよし  

兵庫県公報 
 

発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 
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令和８年３月31日付け包括外部監査報告に係る措置 
 

令和６年度包括外部監査テーマ：福祉部所管の少子・子育て施策に関する財務事務の執行及び事業の管理について  

指摘事項及び意見に対する措置状況 

区分 措置済 対応中 未着手 不措置 合計 

指摘事項 11 0 0 0 11 

意見 42 1 0 0 43 

 

１．福祉部 こども政策課 

外部監査人の指摘事項及び意見 分類 対応及び改善策 

＜事業名等＞利用者支援事業 

【意見１】実績報告の実支出額について 

報告された実支出額に疑義がある場合には算出方

法を問い合わせ、必要であれば適正に算出して記載す

るよう指導されたい。 

措置済 対象経費の実支出額と補助基準額

が同額である等の場合には、具体的な

算出方法を確認するなど、適正な算出

額を記載するよう指導していくこと

とした。 

＜事業名等＞利用者支援事業 

【意見２】共通経費の案分基準について 

共通経費の案分に関する実務上の指針を示すこと

を検討されたい。 

措置済 共通経費については、国から「対象

となる経費を二重計上しないよう適

切に按分する」といった考え方が示さ

れており、実務上、人件費は従事時間

数按分、光熱水費は面積按分といった

方法により算出している。今後とも

個々の事業を踏まえて市町に一定の

考え方を示していく。 

＜事業名等＞利用者支援事業 

【意見３】評価指標の設定について 

利用者支援事業開設個所数または全市町数を評価

指標に設定することを検討されたい。 

措置済 ひょうご子ども・子育て未来プラン

に基づき毎年度策定する行動プログ

ラムにおいて、同事業の開設箇所数を

記載し、計画的な実施に取り組んでい

る。 

＜事業名等＞ファミリー・サポート・センター事業 

【意見４】評価指標の設定について 

サービスの提供回数を評価指標に設定することを

検討されたい。 

措置済 ひょうご子ども・子育て未来プラン

に基づき毎年度策定する行動プログ

ラムにおいて、同事業の提供回数を記

載し、計画的な実施に取り組んでい

る。 

＜事業名等＞一時預かり事業 

【意見５】評価指標の設定について 

私立幼稚園預かり保育実施園数を評価指標に設定

することを検討されたい。 

措置済 ひょうご子ども・子育て未来プラン

に基づき毎年度策定する行動プログ

ラムにおいて、預かり保育実施園数を

記載し、計画的な実施に取り組んでい

る。 

＜事業名等＞ひょうご放課後プラン推進事業 

【意見６】審査について 

兵庫県福祉部補助金交付要綱では「審査及び必要に

応じて現地調査等により」交付決定、補助事業の変更、

額の確定が行われるが、当該審査の内容が記載されて 

措置済 国から示された留意事項を踏まえ、

申請者である市町から疑義照会の多

い事項について、「自己点検表」を作

成し、市町の理解促進を図るととも

に、これを交付申請及び実績報告に添 
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いる「審査書」がない。現状は決裁作成過程の数値の

整合性の検証を「審査」と解されているようである。 

しかし令和５年度から県庁内で電子決裁が開始さ

れたため決裁に添付されるエクセルシートに相互関

連する計算のチェック機能が組み込まれており、集計

等エラーはパソコン画面上で形式的に発見できるよ

うになっている。 

したがって、決裁承認の際の計算チェックを慎重に

行う過程とは別に、審査項目のチェックリスト化など

も組み合わせ補助事業の内容の深度のある審査を行

い、またできれば客観性を保つため決裁権限者から独

立した者が審査を実施し、その結果及び過程を文書化

し審査の証跡が確認できるようにすることが望まれ

る。 

 
付させることとした。所要のチェック

がなされていることを県の担当者に

おいて確認の上、決裁にも添付するこ

ととし、必要があると判断した場合に

は改めて追加調査を行うこととした。 

＜事業名等＞乳幼児子育て応援事業 

【意見７】事業内容の広報について 

県の広報媒体も有効活用し、制度内容の周知を図ら

れたい。 

措置済 県ホームページによる広報に加え、

こども政策課が運営するXや機関紙で

ある「ひょうご子ども未来通信」を活

用し、周知強化を図っている。 

＜事業名等＞乳幼児子育て応援事業 

【意見８】履行確認の実効性担保について 

契約の履行確認の実効性を担保するため、業務の履

行に当たって作成すべき書類を定めることを検討さ

れたい。 

措置済 個人情報への配慮等の観点も考慮

しながら、取りまとめ団体である保育

協会と協議し、令和８年度から事業実

施報告書の様式及び記載事例を定め、

履行確認の実効性を確保した。 

＜事業名等＞子どものための教育・保育給付事業 

【意見９】審査について 

決裁書・報告書に「内容を審査した結果」という文

言記載はあるが、当該審査の内容が記録されている

「審査書」がなく、審査の証跡が確認できない。現状

は決裁作成過程の数値の整合性の検証を「審査」と解

されているようである。特に令和５年度から県庁内で

電子決裁が開始されたため決裁に添付されるエクセ

ルシートに相互関連する計算のチェック機能が組み

込まれており、集計等エラーは形式的に発見できるよ

うになっている。 

したがって、決裁承認の際の計算チェックを慎重に

行う過程とは別に、審査項目のチェックリスト化など

も組み合わせ補助事業の内容の深度のある審査を行

い、またできれば客観性を保つため決裁権限者から独

立した者が審査を実施し、その結果及び過程を文書化

し審査の証跡が確認できるようにすることが望まれ

る。 

措置済 国が示す留意事項通知や、市町ごと

に定められた地域区分の確認、各種加

算などを記載した「自己点検表」の提

出を新たに求めることにより、申請者

である市町の理解促進を図るととも

に、これを実績報告に添付させ、所要

のチェックがなされていることを県

の担当者において確認の上、決裁にも

添付することとし、県が行う内容確認

後に必要がある場合は精査を求める。 

＜事業名等＞子どものための教育・保育給付事業 

【指摘事項１】国の交付金交付要綱の審査との整合性 

国の交付金交付要綱（子どものための教育・保育給

付交付金交付要綱）では①申請手続、②変更交付申請、

③実績報告、④事業実績報告の訂正の４局面で都道府 

措置済 国の交付金交付要綱に準拠して、

「実績報告書の訂正」においても内容

審査を行うための要綱改正を行った。 
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県が「必要な審査」を行うことが求められているが、

兵庫県子どものための教育・保育給付費県費負担金交

付要綱では④の事業実績報告の訂正の際の審査を求

める手続き規定がない。提出された事業実績報告の訂

正報告書に基づく県費支出の際に審査を求めていな

い点において県の交付要綱は国の交付要綱に準拠し

ていない。 

  

 

２．福祉部 児童家庭課 

外部監査人の指摘事項及び意見 分類 対応及び改善策 

＜事業名等＞女性保護事業推進費事業 

【指摘事項２】実績報告について 

実績報告の精算書等にはセンターの実際支出額を

記載すべきである。 

措置済 令和６年度の実績報告においては、

女性相談員、嘱託医、同伴児対応指導

員に係る職員費について、実績額での

報告に改めた。 

＜事業名等＞要保護女子入所委託費事業 

【意見 10】女性自立支援施設の事務費について 

女性自立支援施設の事務費について対策を検討さ

れたい。 

措置済 事務費については、基準単価に施設

定数を乗じた金額で算出されるが、女

性自立支援施設は、定員に対して措置

入所人員が少ない状況であるため、市

町担当職員等を対象とした施設見学

会を実施し、施設の周知に努めるほ

か、当該施設への措置入所や一時保護

委託を増やすための方策を検討し、施

設を有効的に活用するための取組を

進めていく。また、必要に応じて定員

見直しも検討する。 

＜事業名等＞一時保護所措置費事業 

【意見 11】一時保護所のあり方について 

一時保護所においては、可能な限り家庭的な環境の

提供が求められ、基本的に原則個室対応とするべきで

ある。しかし、老朽化が進む現行の一時保護所での個

室化には限界があるため、早期に建替えや移転を含む

具体的な改善計画の策定等を進めていくことが望ま

れる。また、新設される一時保護所と効果的な連携を

図れるような体制についても早急に整備することが

望まれる。 

対応中 現在、有識者による中央こども家庭

センターの今後のあり方検討委員会

を設置し、個室対応を含む課題や論点

の整理を行い、令和８年度の早期に委

員会として提言をまとめるべく、施設

のあり方の検討を進めているところ

である。 

中央こども家庭センターと新設し

た川西こども家庭センターの一時保

護所の連携については運用ルールを

明確にし、適切な連携を図っている。 

＜事業名等＞こども家庭センター管理費・施設維持費

事業 

【意見 12】再委託承認手続きについて 

再委託を行う場合には、契約書や仕様書に「全部ま

たは主体的部分の一括委託の禁止」を明記する必要が

ある。また、再委託の業務の範囲について全部または

主体的部分の一括委託に該当するか判別し、その必要

性が妥当であるか判断できるように、受注者からの承

認申請書及び県から発出する承認通知書において再 

措置済 契約書において「全部または主体的

部分の一括委託の禁止」を明記したう

えで、再委託の承認手続きにおいて

は、具体的な再委託の業務の内容や必

要性の記載を求めることとした。 
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委託の業務の範囲やその必要性を具体的に記載する

必要がある。 

  

＜事業名等＞こども家庭センター管理費・施設維持費

事業 

【意見 13】「ひょうごの児童相談」作成部数の見直し

について 

県では書面規制の見直しやペーパーレス化等を推

進していることに鑑み、「ひょうごの児童相談」の作

成部数についても見直しを行う必要がある。児童家庭

課及び各こども家庭センターでは、他のセンターでの

取り組みやその成果を共有し、積極的に取り入れるこ

とで、作成部数の削減と配布方法の最適化を図り、業

務の効率化とコスト削減を進めることが望まれる。 

措置済 中央こども家庭センターにおいて、

行政機関への配布を冊子からデータ

に変更する等、配布方法を見直し、令

和７年度は６年度と比較し作成部数

を２割削減した。 

＜事業名等＞一時保護所調理業務委託事業 

【意見 14】予算算定方法の見直しについて 

地方自治体の予算は住民サービスの基盤であり、効

率的な財政運営のため計画的な資源配分が求められ

る。特に委託業務のように契約金額が確定している場

合、正確な当初予算の作成により、過剰な予算配分を

防ぎ限られた財源を有効に活用することで予算の透

明性と信頼性が確保される。このため、当初予算作成

時には、確定した委託金額を基に算定し、予算額と決

算額の乖離が生じないようにする必要がある。 

措置済 令和８年度当初予算においては、令

和７年度に確定した委託金額を基に

算定した。決算額との乖離は生じない

見込みである。 

＜事業名等＞児童委員活動費用弁償費補助事業 

【意見 15】民生委員･児童委員の定数の充足について 

民生委員･児童委員の定数の充足については、一定

の取組が行われているがさらに市町と協力して、定数

の充足を図って行く必要がある。 

措置済 令和７年 12 月の一斉改選におい

て、県全体（指定都市・中核市をのぞ

く）の定数充足率は 93.2%であった。

引きつづき、市町の定数充足に向けた

活動を支援する。 

＜事業名等＞児童家庭支援センター相談体制強化事

業 

【意見 16】補助対象経費等の明確化について 

補助金の適正な支給を徹底するため、補助対象経費

や寄付金その他の収入額の範囲について各項目の必

要性を十分に検討した上で、交付要綱等に明確に定

め、施設間で一貫性を保つ必要がある。また、提出書

類に不備があった場合には、対象事業者へヒアリング

等を行い、必要に応じて資料の再提出を求める等実績

報告書の審査の実効性を高める必要がある。 

措置済 令和６年度実績報告では、事業者に

報告書の再提出を求めるなど、補助金

審査の実効性を高める取組みを実施

した。 

なお、補助対象経費や寄付金その他

の収入額の範囲については改めて検

討を行い、対象事業者へ周知した。 

＜事業名等＞特定妊婦等居場所確保・自立支援事業 

【意見 17】実績報告について 

業務完了報告書における実績報告については、実際

の実績値での報告を求めることが必要である。 

措置済 委託事業者に対して、委託契約の令

和６年度実績報告書提出時に、当該事

業委託に係る経費だけでなく、本事業

と密接に関わる他の事業委託に係る

経費等も提出を求め、確認を行った。

引き続き、適切に委託契約の締結を行

っていく。 
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＜事業名等＞特定妊婦等居場所確保・自立支援事業 

【意見 18】事業のあり方について 

当該事業については、今後の事業のあり方について

検討する必要がある。 

措置済 県外からの利用者が多い状況に関

しては、委託事業者に対して、①入居

者の半数以上の県内からの受け入れ、

②住民票所在地の市町村で支援が可

能か検討した上での入所決定を依頼

している。 

国に対しては、妊産婦等生活援助事

業が全都道府県で実施されるよう、補

助割合の嵩上げや、人材育成研修の実

施等の支援制度設計を求めている。 

＜事業名等＞新たな子育て家庭支援基盤整備事業 

【意見 19】子育て支援の事業の周知の必要性につい

て 

子育て支援の各事業について、各市町により丁寧な

説明を行うことにより、子育て支援事業の実施を推進

していく必要がある。 

措置済 各市町に対しては、会議や研修会等

の場を活用する等により、事業実施を

促している。現状として、実施市町は

増加傾向にある。 

（例：利用者支援事業（こども家庭

センター型・旧母子保健・児童福祉一

体的相談支援機関運営事業）９市町

(R5)→31 市町(R6)、子育て短期支援

事業（旧子育て短期支援臨時特例事

業） 29市町(R5)→30市町(R6) 等） 

＜事業名等＞新たな子育て家庭支援基盤整備事業 

【意見 20】評価指標の設定について 

評価指標（成果指標）を設定し、計画的に各事業を

推進していく必要がある。 

措置済 兵庫県社会的養育推進計画におい

て、市町こども家庭センター設置市町

数や、家庭支援事業（子育て短期支援

事業、親子関係形成支援事業等）の目

標値を定め、目標達成に向けて推進し

ている。 

＜事業名等＞新たな子育て家庭支援基盤整備事業 

【意見 21】実績報告の確認について 

実績報告については、実施した事業内容のわかる費

目で報告を求める必要がある。また報告された実績報

告に対して、サンプリング等により、証憑書類の確認

を行う必要がある。 

措置済 令和６年度実績報告における収支

決算書等については、当該事業に要し

た金額が分かる内容での提出を改め

て周知し、対応を求めた。 

なお、各種証拠書類は、地方自治法

に基づく監査及び決算審査制度を有

する市町が申請者であることを前提

に簡略化しているものであるが、今後

は、県市町双方の事務負担も考慮し、

確認を行う等により対応する。 

＜事業名等＞新たな子育て家庭支援基盤整備事業 

【意見 22】運用状況の確認について 

支援後の運用状況についても積極的に確認を行い、

補助の効果がどのように出ているのかを検証してい

くことも必要である。 

措置済 令和７年度中に、補助金交付先市町

の利用実績や、取組状況等を把握のう

え、事業成果の検証を実施した。 

＜事業名等＞里親・特別養子縁組強化推進事業 

【意見 23】里親委託率の向上について 

里親委託率について令和 11年度の目標達成及び国

が求めている指標の実現に向けて、里親支援業務の民 

措置済 令和７年４月時点で、尼崎（R8.4

に市へ移管予定）を除く全てのこども

家庭センター管内に里親支援センタ

ーを設置し、里親支援事業の民間委託 
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間委託や県内全域におけるフォスタリング業務をよ

り一層進めていく必要がある。その際、里親委託率の

高い他の都道府県・市の取り組みを参考にすることが

有効であると考えられる。また、事務事業評価調書に

おける自己評価において令和 11 年度の目標達成に具

体的に関連付けた記載を行うことで、PDCA サイクル

をより効果的に運用することが望まれる。さらに、国

が３歳未満及びそれ以外の就学前の子どもと学童期

以降で里親委託率の目標を分けている点を考慮し、県

においても一律 47.8％とするのではなく、年齢階層

別に目標を分けることが考えられる。それぞれの年齢

層に応じた目標を設定し、それに基づいて効果的な対

策を策定することで、目標達成の実現性をより高める

ことが期待される。 

 
や県内全域のフォスタリング業務の

推進に取り組んでいる。今後、同セン

ターと連携しながら里親に対してき

め細やかな支援を行うとともに、他自

治体の好事例に関して情報収集を行

うなど里親委託率の向上に努める。 

また、令和７年３月に兵庫県社会的

養育推進計画の改定を行い、里親委託

率について年齢区分毎の目標を設定

した。その目標に対して、毎年度、進

捗状況の点検・評価を行う。 

＜事業名等＞里親・特別養子縁組強化推進事業 

【指摘事項３】事務事業評価の記載誤りについて 

誤った数値が看過されて公表されることがないよ

うに事務事業評価調書を公表する際にはチェックリ

ストを作成して活用する等内部管理体制の実効性の

強化を図るべきである。 

措置済 今年度の事務事業評価調書作成時

に、担当者によるダブルチェックを行

い、ケアレスミスの防止に努めた。 

＜事業名等＞里親・特別養子縁組強化推進事業 

【意見 24】里親名簿管理業務の効率化について 

各こども家庭センターで作成した里親名簿を児童

家庭課とクラウド上で共有するなど情報を一元化す

ることで里親名簿管理業務の重複を解消し、事務作業

の効率化を図ることが望まれる。 

 

措置済 今後、県こども家庭センター業務の

DX 化を進めていくなかで、里親に関

する情報をシステム上で一元管理す

る方法を検討していく。 

＜事業名等＞児童扶養手当支給費事業 

【意見 25】過払金の発生について 

 過払金については、再発を防止できるように、より

丁寧な説明を行い、制度の周知を図り過払金の発生を

抑えていく必要がある。また他機関との情報共有につ

いても、できる限りの協力を求め、再発を防止してい

く必要がある。 

措置済 令和７年５月に実施した健康福祉

事務所向け研修において改めて注意

喚起を行った。 

また、現況届提出時に速やかな届出

が必要な事項と、資格要件に関する異

動情報の提供依頼について、健康福祉

事務所管内町へ改めて周知した。 

＜事業名等＞ひとり親家庭子育て未来応援事業 

【意見 26】制度の周知について 

「高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」は実績

がゼロであり、まだ十分に認知されていないことか

ら、ひとり親家庭に対して周知を図って行く必要があ

る。 

措置済 ひとり親家庭向けの広報物に当該

事業の案内を記載、児童扶養手当現況

届提出時に案内チラシを配架するよ

う町へ依頼した。 

＜事業名等＞ひとり親家庭子育て未来応援事業 

【意見 27】過払金について 

過払金については、窓口での丁寧な説明や他機関と

の情報共有に努め、再発の防止を図っていく必要があ

る。 

措置済 受給者に対し、同種の給付金を受給

した場合、本給付金は返納する必要が

ある旨の説明を徹底する。 

なお、この過払金の発生を受けて、

申請書審査時のチェックシートの改 
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訂、毎年８月に行う現況確認において

同種の給付金を受給していない旨を

届出に自書させるよう、事務を改め

た。また、申請時の添付書類に「教育

訓練給付金支給要件回答書」等を追加

した。 

＜事業名等＞ひとり親家庭子育て未来応援事業 

【意見 28】随意契約の締結について 

 委託契約の締結については、随意契約ありきではな

く慎重に検討することが必要である。 

措置済 委託契約の内容について検討した

結果、令和６年度に一括で委託した３

事業のうち、１事業（特別相談事業）

については、令和７年度から実施方法

を見直し、県弁護士会へ相談弁護士派

遣を委託することとした。 

 

３．福祉部 こども家庭センター 

外部監査人の指摘事項及び意見 分類 対応及び改善策 

＜事業名等＞こども家庭センター 事業概要（児童虐

待防止対策強化事業、子どもを守る多機関連携プロジ

ェクト事業） 

【意見 29】児童相談所における職員数不足と勤務年

数の偏りについて 

児童福祉司及び児童心理司について、配置不足や勤

務年数が短い職員が多い場合には、リスク判断や迅速

な意思決定が難しく、緊急時や複雑なケースへの対応

が困難になる可能性が高い。また、地域によって配置

状況や勤務年数に偏りがある場合には、地域間での対

応力に差が生じる可能性が高い。このため、計画的な

採用を継続するとともに、地域間の人員配置の見直し

を行い、地域による差が生じないようにする必要があ

る。 

措置済 児童相談所の人員配置については、

国の定める配置基準に基づき、職員採

用を行っている。今後も引き続き、計

画的な採用を行い、児童相談所の職員

確保に努める。 

＜事業名等＞こども家庭センター 事業概要（子ども

を守る多機関連携プロジェクト事業） 

【意見 30】報酬助成額の超過支払について 

 今後、報酬助成額について、要綱の年額上限を超え

て支払われることを防ぐために、家庭裁判所の審判に

おいて 12 か月を超える期間の報酬の支払が決定した

場合には、12 か月分と残りの月数分の支払年度を分

けるなどの対応を行う必要がある。ただし、年度を分

けて支払うことが事務手続上過度な負担になる場合

には、実施要綱における年額の上限期間を裁判所の審

判に合わせて見直すことなどの対応も考えられる。 

措置済 裁判所の審判に合わせ、報酬助成額

の対象範囲を家庭裁判所の報酬額決

定時期に即したものに変更する等、実

施要綱の見直しを行った。 

＜事業名等＞中央こども家庭センター 

【意見 31】プロポーザル方式の採用について 

調理委託業務がプロポーザル方式による業者選定

の対象事業に該当し、同方式での選定が妥当かどうか

検討を行い、決裁書にその理由を記載されたい。 

措置済 決裁書にプロポーザル方式とする

理由を明記した。 
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＜事業名等＞中央こども家庭センター（一時保護所調

理業務委託事業） 

【指摘事項４】議事録の作成について 

プロポーザル方式を採用するのであれば審査会議

事録の作成が必要である。 

措置済 令和７年１月に実施した調理委託

業務に係るプロポーザル方式による

業者選定において、選定過程が可視化

できるよう議事録を残した。 

＜事業名等＞中央こども家庭センター（一時保護所調

理業務委託事業） 

【指摘事項５】報告書の様式について 

 業者からの全ての報告書が仕様書で定められた様

式と異なっており、内容に過不足が存在することか

ら、契約内容の変更として合意書、覚書等を残すべき

である。 

措置済 報告書様式については、令和６年度

契約分は覚書を交わし、令和７年度以

降契約分は業者から提出される報告

様式が事前に仕様書で定められた様

式となるよう改めた。 

＜事業名等＞中央こども家庭センター 

【指摘事項６】備品及び物品の棚卸 

 全ての備品及び物品について、現在高の異動があっ

た月のほか年１回の自己検査を実施すべきである。 

また計画書や実施時の資料（実施内容や結果、その後

のフォローの状況の資料等）について、翌年度以降の

実施に備えて、残しておくことが必要である。 

措置済 財務規則に基づき、備品等に異動が

あった月のほか、年１回以上自己検査

を実施する。 

また、備品及び物品について、毎年

２月を重点チェック月間とし自己検

査を行えるよう一覧表を更新し、物品

の所在や個数等を確認できるように

した。 

＜事業名等＞川西こども家庭センター（子どもを守る

多機関連携プロジェクト事業） 

【意見 32】損害賠償保険等の未加入期間について 

 今後、損害賠償保険等の未加入期間の発生を防ぐた

めに、要綱に従い、速やかに加入申請を行う体制を整

備する必要がある。また、加入申請の遅延が発生した

際の対応策を要綱等で定めるとともに、担当者の交代

時における引継ぎが適切に行われるよう、引継ぎプロ

セスを強化する必要がある。 

措置済 令和７年度の保険加入にあたって

は、支払担当者から事業担当者に保険

加入手続きを早期着手するよう声か

けを行うことで、加入遅延はなかっ

た。 

また、今後担当者に異動があった際

には引継書等に掲載することにより、

後任者に適切に引継が行われるよう

にする。 

＜事業名等＞川西こども家庭センター 

【意見 33】切手等の管理について 

 切手、印紙等の残高管理に関し、より効率的な管理

方法を検討されたい。 

措置済 令和７年度から、出納局が参考様式

として提示している郵便切手出納簿

の様式を使用し、管理している。 

＜事業名等＞川西こども家庭センター 

【指摘事項７】出納関係書類について 

 現金出納簿等は財務規則に従い作成・記録する必要

がある。 

措置済 令和７年度から、出納局が参考様式

として提示している現金出納簿の様

式により作成・記録を行っている。 

＜事業名等＞川西こども家庭センター 

【意見 34】実地棚卸資料について 

 備品の実地棚卸資料は一定期間保存されたい。 

措置済 令和７年度から、備品の棚卸調査の

ため備品確認台帳を整備し、その実施

結果・確認日及び実施者等を記録し保

存することとした。 

＜事業名等＞姫路こども家庭センター（子どもを守る

多機関連携プロジェクト事業） 

【意見 35】損害賠償保険等の超過支払及び未加入期 

措置済 令和７年度においては、事務分掌の

見直しにより管理体制を整え、保険加

入手続きの早期着手を行い、４月から 
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間について 

 今後、損害賠償保険等の超過支払及び未加入期間の

発生を防ぐために、要綱に従い、速やかに加入申請を

行い、保険料助成額を超過しないように管理する必要

がある。また、加入申請が遅れた場合に保険料の超過

や未加入のリスクが発生しないよう、加入申請の遅延

に対する対応策についても要綱等で定める必要があ

る。 

 
加入している。令和８年度以降におい

ても保険加入の早期着手の意識づけ

を継続し、適切な処理を行う。 

＜事業名等＞姫路こども家庭センター 

【意見 36】備品及び物品の管理について 

備品及び物品の現物の実査について、計画書や実施

時の資料（実施内容や結果、その後のフォローの状況

の資料）を翌年度以降の実施に備えて、残しておくこ

とが必要である。 

措置済 備品については、年に一度現物確認

するとともに、結果を備品出納簿に記

入している。物品については、一覧表

を作成し、チェックできるよう整備し

た。 

＜事業名等＞姫路こども家庭センター 

【意見 37】委託契約の締結について 

 委託契約の締結については、随意契約ありきではな

く慎重に検討することが必要である。 

措置済 現在一者随意契約となっている契

約について、次回の契約更新時には、

一者随意契約とならないよう、複数事

業者による見積合わせを実施する。 

＜事業名等＞豊岡こども家庭センター 

【指摘事項８】家庭復帰の適否を判断するためのチェ

ックリスト（兵庫県版）の作成について 

令和５年度は家庭復帰等評価委員会が合計 11 回開

催されたが、うち６回の判断について所定の「家庭復

帰の適否を判断するためのチェックリスト」（兵庫県

版）が作成されていなかった。当該チェックリストは

経過、子どもの状況、保護者の状況、家庭環境、地域

の体制をまとめたもので、最終評価（A 家庭復帰、B

家庭復帰に課題あり、C家庭復帰は不可）にいたるプ

ロセスが簡潔明瞭に記録され、行政の総合判断の客観

性・正当性を保障するための文書の一つである。最終

評価の妥当性を後日にわたり検証するためにも作成

されるべきものであった。 

措置済 当該チェックリストの作成・活用に

ついては、令和６年度からは年度はじ

めの職員会議において職員へ周知す

ると共に、家庭復帰等評価委員会開催

の際は、担当者、管理監督職による相

互チェックを行い漏れがなく作成し

ている。 

＜事業名等＞豊岡こども家庭センター 

【意見 38】随意契約の理由について 

 決裁書に具体的な随意契約理由を記載されたい。 

措置済 令和７年度契約において、随意契約

の決裁書には地方自治法や財務規則

の適用条項を記載するとともに、随意

契約理由についても記載を行ってい

る。 

＜事業名等＞豊岡こども家庭センター 

【意見 39】使用見込みのない備品の処分について 

 使用見込みのない備品については、そのまま放置し

ておくのではなく、財務規則に従い、直ちに物品管理

者に申し出を行い、速やかに廃棄処理などの適切な対

応を行う必要がある。 

措置済 使用見込みのないノートパソコン

について、令和６年度中に財務規則に

基づく処分決定を行い、適正に処分を

行った。 

 

４．福祉部 県立明石学園 
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外部監査人の指摘事項及び意見 分類 対応及び改善策 

＜事業名等＞明石学園（明石学園施設維持費・施設管

理費事業、明石学園児童措置費事業） 

【意見 40】女子寮再開に向けた児童自立支援専門員

等の確保について 

 支援を必要とする女子に対する機会を逃さず、健全

な発達と社会復帰を促すために、早期に児童自立支援

専門員等を確保し、女子寮の休止を解消することで新

規受け入れが可能な体制を構築することが望まれる。 

措置済 女子寮の休止を解消し新規受け入

れが可能な体制を構築するため、令和

７年度に新たに児童自立専門員を採

用した。 

＜事業名等＞明石学園（明石学園施設維持費・施設管

理費事業、明石学園児童措置費事業） 

【意見 41】プール濾過器関係工事等について 

 相見積もりの可能性を検討されたい。 

措置済 令和６年４月に締結した現在の契

約が令和９年３月に終了するため、次

回の契約手続の際に見積合わせを実

施する。 

＜事業名等＞明石学園（明石学園施設維持費・施設管

理費事業、明石学園児童措置費事業） 

【指摘事項９】現金出納簿の記録漏れについて 

 日々の現金の受払金額や残高を正確に把握し、紛失

や盗難などのリスクを防ぐため、財務規則に従い、全

ての現金取引について現金出納簿に漏れなく正確に

記録すべきである。 

措置済 記載が漏れていた現金取引につい

て速やかに現金出納簿への記録を行

うとともに、今後の全ての現金取引に

ついて、現金出納簿に漏れなく正確に

記録できるようにした。 

＜事業名等＞明石学園（明石学園施設維持費・施設管

理費事業、明石学園児童措置費事業） 

【意見 42】使用見込みのない備品について 

 使用見込みのない備品については、そのまま放置し

ておくのではなく、財務規則に従い、直ちに物品管理

者に申し出を行い、速やかに廃棄処理などの適切な対

応を行う必要がある。 

措置済 使用見込みのない備品等について、

廃棄処分を行った。 

＜事業名等＞明石学園（明石学園施設維持費・施設管

理費事業、明石学園児童措置費事業） 

【意見 43】備品の処分について 

 備品出納簿に記載された資産の実在性及び正確性

を確保するためには、備品の廃棄等を行う場合には、

財務規則に従い物品処分決定書に基づいて処分を決

定し、備品出納簿上も速やかに除却処理を実施する必

要がある。 

措置済 物品処分決定書に基づいて処分を

決定し、備品出納簿上の除却処理を行

った。 

＜事業名等＞明石学園（明石学園施設維持費・施設管

理費事業、明石学園児童措置費事業） 

【指摘事項 10】備品の棚卸について 

 全ての備品について、財務会計規則等に従い、現在

高の異動があった月のほか年１回の自己検査を実施

すべきである。ただし、明石学園では備品及び物品の

点数も多いため、毎年全ての備品及び物品について現

物の実査を行うことは困難であるため、施設の実情に

合わせたルールを定め、そのルールに基づいて実施し

ていく必要がある。 

措置済 財務規則に基づき、備品等に異動が

あった月のほか、年１回以上自己検査

を実施する。現物の実査については、

当施設においては点数が多いことも

踏まえ、施設の実情に合わせたルール

を定めた。 

なお、数量管理を適切に行うため、

計画書や実施時の資料を翌年度以降

の実施に備え適切に保管している。 
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また、計画書や実施時の資料（実施内容や結果、そ

の後のフォローの状況の資料）について、翌年度以降

の実施に備えて、残しておくことが必要である。 

  

＜事業名等＞明石学園（明石学園施設維持費・施設管

理費事業、明石学園児童措置費事業） 

【指摘事項 11】物品の管理について 

 物品については、物品管理台帳を作成し、数量管理

を行うべきである。 

措置済 数量管理を適切に行うことができ

る物品管理台帳を作成した。 

 


